
 

               
 

令和８年５月７日 

湯河原町 農林水産課 

 

 

 

「ゆがわら軽トラ市」出店の休止について 

 

 

  「ゆがわら軽トラ市」につきまして、令和８年２月の大雪の影響で農作物が 

 被害を受け出店が困難なため、下記の内容で出店を休止いたします。 

  ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

・休止期間 令和８年５月から令和８年８月まで 

・再開時期 令和８年９月 26 日(土)の予定です 

      再開については、事前に広報いたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 湯河原町 農林水産課 振興係 髙橋 

 （電話）0465-63-2111（内線）732   

                 （FAX） 0465-64-1401  

 （E ﾒｰﾙ）nousui@town.yugawara.kanagawa.jp 

 


